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.   ●八ッ場ダムをス トップさせるIEEの会・代表 藤永鯖 ●
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人ッ場ダムをス トップさせる埼玉の会は、2003年 9月 に発足 し 10年の歳月が流れた。

この間、当会では、埼玉県に対して八ッ場ダム事業からの撤退を求める住民訴訟に取 り

組み、人ッ場ダム建設の中止を求める活動を続けている。計画から60年以上経過 したこ

のダム計画は、いまや当初の目的を失い、必要性が全く失われている。

この度、国交省関東地方整備局は、4回 目の「人ッ場ダム建設の基本計画の変更」 (工期

延長)について関係 6都県に同意を求めてきた。埼玉県議会では、財政企画委員会出の審

議を経た上で、本議会において賛成多数で可決 してしまった。

埼玉県においても、水道水の需要は確実に減つてきており、今後は人日も減っていくの

で、水需要はさらに減少し、水余 りの時代がやつて来る。すでに埼玉県の水需要予測と実

績には乖離が見られ、保有水源も十分に確保 されている。今回の計画変更は、埼玉県にお

いて八ッ場ダム参画を見直すチャンスであつたのを逃 してしまったことになる。そして、

私たちは、将来高い水道料金を払わなくてはならなくなるだろう。残念である。

今回の計画変更の内容や問題点については、嶋津さんによる解説 (3～ 4ページ参照)を

参照されたい。

また、台風 26号の大雨は、伊豆大島に大きな土砂災害をもたらした。火山地層が崩れ、

「表層崩壊」が起こり、斜面に造られた道路からも崩壊が始まつている。この報道を目に

した時、八ッ場ダム湖が出来たらこのような地すべ りが起こるのではないかという不安を

抱いた。ダム建設がもたらす災害は、人災である。

行政は、生命と財産を守ることが最大の任務である。人ッ場ダム本体工事着工の見直しを

求めて、さらに活動を進めていこう。            事務局 大高文子

-1-



八ッ場ダム埼玉訴訟は、 9月 13日 金曜 日午前 11時から、東京高等裁判所におい

て控訴審に入つてから11回 日の進行協議が行われました。この進行協議では、埼玉

県 (被控訴人)側から、主としてダム貯水池周辺での地滑 りの危険性に関する反論を

内容とした準備書面が提出されました。地滑 りに関しては、平成 22年秋から行われ

た人ッ場ダム事業の検証作業の中でも国の対策の不十分さが指摘され、国土交通省は、

平成 23年 10月 になつて、従来の 3箇所から対象地区を 11地区に増やし、対策を

抜本的に見直すとい う事態になっています。

ところが、埼玉訴訟の控訴審では、県側がこの点について全く触れようとしなかっ

たため,控訴人側からの指摘によつて、ようや く反論書面が出されたものです。もつ

とも、その反論 とは、国交省が示した追カロ対策によつて技術的に角弔決し得ると抽象的

に述べるにとどまるものとなつています。

また、この進行協議では、控訴人側から、利根川水系の治水計画において人斗島地

点の基本高水が毎秒 2万 2000ポ とカス リーン台風時の実績流量 (毎秒 1万 700

0ピ)と の間に乖離が生じていることについて、国交省関東地方整備局に説明を求め

る調査嘱託申立てを行いました。この “乖離"についての国の説明は、二転三転 して

います。元々はカスリーン台風来襲時においては、利根川上流部で氾濫があつたもの

が、その後の河道改修によつて氾濫分が河道に流れ込むためだとしていたのですが、

この裁判で原告側から河道改修が進んでいないことを突きつけられると、将来、河道

改修が行われた場合の計画値であると弁解を始めました。治水計画の根幹となる基本

高水に関する説明が変遷 していることの問題を指摘 し、この点に関する現時点におけ

る国の見解を明らかにさせようというのが今回の調査嘱託申立ての目的です。

控訴審での進行協議は、本来であれば、今回で終了予定だつたのですが、この調査

嘱託申立てについて県側が意見を述べるということになつたため、も―う1回、進行協

議期 日を入れることになりました。

次回の進行協議は 11月 21日 の午後 4時 30分から東京高等裁判所で行われる予

定になっています。



八ッ場ダムをめぐる状況と今後

国交省関東地方整備局は人 ッ場ダムの工期を2015年度から2019年度へと4年間延長する

人ッ場ダム基本計画案を8月 6日 に発表し、6都県に同意を求めました。6都県は各議会の

議決を経た上で、同意の回答をしました。6月 の都議会議員選挙の前ならば、都議会で否決

される可能性があつたのですが、残念ながら、各都県議会とも良識のある一部の議員が反対

したものの、同意案に賛成 しました。

関東地方整備局は民主党政権によるダム検証を工期延長の理由にしていますが、ダム検証

の間も、ダム本体以外の関連工事は従前どおり進められてきており、それは事実ではありま

せん。現在の JR吾妻線がダム本体予定地を走っているので、本格的なダム本体工事を始め

る前に付替鉄道を完成させ、現鉄道を廃止しておかなければなりません。当初の工程表では

付替鉄道は 2010年度完成の予定でした。ところが、用地買収が難航 し、付替鉄道の工事が

遅れに遅れて、いまだに完成 していません。そのため、ダム検証があろうがなかろうが、人

ッ場ダムの工期は大幅に延長せざるを得なかったのです。関東地方整備局は責任回避のため、

工期の遅れを民主党政権のせいにしているのです。

2019年度にダムは本当に完成するのか?

そして、工期を4年間延長 しても、本当に 2019年度に人ッ場ダムが完成するのか、先行

きはまだまだ不透明です。付替鉄道の川原湯温泉新駅の駅前整備工事がひどく遅れてお り、

その影響でダム本体工事が遅れることも予想されます。

さらに仮にダム本体工事が予定通 り、2019年秋に完了したとしても、その後の半年間の

試験湛水で地すべ りが起きれば、ダム完成は大幅に遅れることになります。奈良県の大滝ダ

ム (国土交通省)では試験湛水により、地すべ りが発生して 38戸が移転を余儀なくされ、

その後、延々と地すべ り対策が行われて、工期が 9年延長されました。また、埼玉県の滝沢

ダム (水資源機構)は試験湛水後に地すべりが次々と起きて、その対策工事のため、工期が

約 5年延長されました。貯水池周辺の地質がきわめて脆弱な人ッ場ダムでは、事前の地すべ

り対策では足 りず、試験湛水中に深刻な地すべりが発生して、大滝ダムや滝沢ダムのように、

工期が大幅に延び、ダム完成時期が2020年代中頃から後半になる可能性が十分にあります。

今回の基本計画変更案には、2011年のダム検証で示された 183億円の増額が含まれてい

ません。関東地方整備局は事業費についてはコス ト縮減で対応するという曖味な説明をして

いますが、実際は事業費増額に対して関係都県が拒否反応を示 しているので、その計画変更



を先送りしただけのことです。

現在の総事業費 4,600億円に対して、2013年度までの執行予定額は3,922億 円なので、

まだ先送りできると判断したに違いありません、本体工事費を含む残事業費からコス ト縮減

で 183億 円を生み出せるわけがなく、実際には次に述べるように更なる増額要因もあります

ので、遅かれ早かれ、事業費増額の基本計画変更が浮上してくることは必至です。今までも、

基本計画の変更は工期延長、事業費増額。工期延長と、小出しに行われてきており、今回も

その場しのぎのやり方が踏襲されているのです。

人ッ場ダムの検証で示された事業費増額の試算結果は次の通りで、合計約 183億円でした。

①工事中断や工期遅延に伴う増額 :55.3億円

②契約実績や物価変動等による減額 :-21.7億円

③追力目的な地すべり対策による増額 :109.7億円

④代替地の安全対策による増額 :39.5億円

しかし、実際の事業費増額はこれだけではすみません。少なくとも、次の二つがあります。

i 代替地の整備費用の大半の負担 :80億円程度

代替地の整備費用は、現在は事業費の枠外で、2009年度までにすでに約 95億円が投じら

れ、今なお整備工事が続けられていますので、今後増額されていきます。人ッ場ダムの場合

は谷の大規模な埋め立てや山の斜面への造成など、地形条件の悪い中で代替地を無理をして

つくっていますので、整備費用がきわめて高額になつています。分譲収益ではとても賄いき

れず、その大半 80億円程度が事業費に上乗せされることは確実です。

五 東電への減電補償 :130～200億円以上

関東地方整備局は人ッ場ダム検証報告の中で、人ッ場ダムによる東京電力・既設発電所の

発電減少量はわずかであるとしましたが、それは、そのような結果が得られるように前提条

件を設定して恣意的な計算を行つたからです。その元データを入手して減電補償額を現状に

合わせて計算 したところ、130～ 200億円以上の金額になりました。

面 地すべり対策費の追加 1100億円以上

試験湛水中に地すべりが起きれば、大滝ダムのように地すべり対策費が膨張して上記③、

④よりも100億円以上増えることも予想されます。(大滝ダムの追加地すべり対策費は308億円)

以上の①～④、

八ッ場ダム事業は工期が延長され、来年秋からの本体工事着手に向けて進みつつありますが、

その先行きはまだまだ混沌としています。

私たちは、八ッ場ダムという巨大な負の遺産を子孫に残さぬよう、決してあきらめること

なく、八ッ場ダム事業の抜本的な見直しを求め続けていきたいと思います。



埼玉県議会ヘノヽッ場ダム建設の工期延長に反対する請願提出

建設の動き一つ一つに抗議 / 地道な活動から見いだす可能性

9月 20日 から10月 11日 まで開かれていた埼玉県議会 9月 定例会に「『人ッ場ダムの建

設に関する基本計画』変更による工期延長に同意しないことを求める請願」を提出しまし

た。

工期延長自体は予想していたことですが、8月 に国交省が 2015年から2019年へと完成

時期を4年間延長する方針を発表したことから具体的になりました。延長には基本計画の

変更が必要になりますが、国交大臣は関係都県の知事に意見を聞かなければなりません。

知事が意見を述べるには、議会の議決が必要とされます (特定多目的ダム法)。 9月 定例会

に議案として提出された「八ッ場ダムの建設に関する基本計画の変更に係る意見について」

(以下「基本計画変更議案」)は知事が国交省に述べる意見であり、その内容は「更なる工

期延長がないよう万全を期すとともに工期短縮に努めることJ「事業費の増額がないよう徹

底したコス ト縮減等に取り組むこと」としながらも今回の工期延長等の基本計画変更を認

めるものです。

それに対し、提出した請願は、「本体工事が開始されていない今こそ、もう一度、人ッ場

ダム建設による影響を徹底的に見直し、人ッ場ダム建設中止の英断を下すため、埼玉県議

会では、『人ッ場ダムの建設に関する基本計画』の変更に同意しないで下さい」という趣旨。

この「基本計画変更議案」と請願は、10月 7日 の企画財政委員会、そして 10月 11日

の9月 定例会最終日の本会議で決議され、「基本計画変更議案」は可決、請願は不採択にな

りました。基本計画変更に反対 (工期延長に反対)の立場を取つたのは共産党 2名 、社民

党 1名、の計 3名 の議員のみでした。

委員会および本会議においての「基本計画変更」賛成側の主張は、暫定水利権の解消、

洪水調整能力の向上、水道水の安定供給など、これまでと変わらない主張です。そして、

請願で指摘した、地すべりの対策費等によつて事業費が大幅に増加する可能性については

「明確な根拠が示されておらず、憶測の域を出ない」としています。

しかし、委員会での民主党議員の「今後、事業費の増額や、さらなる工期延長がないと

言えるのか」との質問に、行政側は「(そのようにならないよう)最大限に努力する」「国

に働きかけていく」など、あやふやな答弁を繰 り返しました。それこそ増額はないと予想

できるような根拠は全く提示せず、増額が現実になつた時に追求されないことばかりを考

え、対応している風に見えました。

また、本会議終盤では、「人ッ場ダムの一日も早い完成を求める意見書」を議員提出で議



案とし、可決していま九

ここまでの経過だけを見ると、請願を提出してもやられるばかりで意味がないように思

えるかもしれませんが、私としては、思つた以上に成果があったと思つています。初めか

らこの請願は、今の県議会の構造からして採択されるはずがありません。請願の紹介議員

になってもらえるのは、共産党の議員のみ、そして採決では (請願内容に)賛成の議員が

3名 というのも想定していた結果です。これまで、人ッ場ダム建設を認めてきた議員が突

然、逆の態度を取るはずがないからです。

そんな中でも、事業費増額とさらなる工期延長には、かなり敏感になっている様子が窺

えました。埼玉県議会では、建設費用が 2110億円から4600億円に増額するため、基本計

画を変更した 2004年 2月 定例会で、「八ッ場ダム建設事業に関する決議」を可決し、これ

以上建設工事費を増額しないこと、工期の厳守などを強く国に働きかけることを謳つてい

ます。しかし、今回の基本計画変更で、そんな決議は簡単に無意味なものになつたのです。

また、請願を読んで、地すべりについて危惧した議員もいると思います。人ッ場ダム建

設推進派の中心といえる自民党県議団の中でも、会派が賛成だから賛成する、という消極

的賛成の議員も結構いるでしょうから、「本当に地すべりがおきたら大変なことだ」と感じ

た議員もいたでしょう。

これは深読みしすぎかもしれませんが、請願で指摘した地すべり等による事業費増額に

ついて、「根拠がない」としてきたのもちょつと批判として行き過ぎているように思えます

し、その上 「人ッ場ダムの一日も早い完成を求める意見書」まで可決させたことも少し不

思議な感じです。盤石な状況のはずなのに、やけに賛成派の必死さが感じられるのは、そ

こまでやらないと保てない何らかの状況があるのではないかと思えて仕方がありません。

それから、「基本計画変更議案」・請願の審議における行政側の答弁は、今後、行政交渉

を行 う時、指摘するのに好都合なものが色々あります。「コス ト縮減の実施や工期短縮に最

大限取り組む」「より早く、より安くなる可能性がある」との答弁は、その具体的な対応を

尋ねることができます。行政交渉も粘 り強く行えば、安易な増額と工期延長をさせないよ

うに、職員を動かしていくことができるかもしれません。

議会に対しては、事業費増額に「根拠がない」と答えていますので、もし増額されるこ

とがあれば、この発言を基に再度議会請願を提出するつもりです。そこには必ず 「根拠が

なかったのではないですか」と入れるつもりです。表向き、平然と不採択にすると思いま

すが、内心はそうでもないでしょうから、議員側も増額を許さない雰囲気になつていくか

もしれません。

人ッ場ダム建設は今後、着々と進んでいくと思われます。しかし、社会や政治において

は、いつ、何が起こるかわからないと言 うのが常です。今後もひとつひとつの行政側の動

きに対して、正論で対峙していく姿勢が大切なのだと思います。そのことが何らかの可能

性を広げていくことに繋がるのだと思います。



～利根川水系にもう一度ウナギを呼び戻そう～

うなぎに関するアンケー ト調査にご協力を !

利根川水系はかつて天然ウナギの全国有数の産地でした。ウナギは少し前

まで、身近な水辺にたくさん生息していた生き物ですし捕まえて夕飯のおかずに、そんな光景も当た

り前でした。春悧 11水系も例外ではありま七仇 しかし今、ウナギは世界的に絶滅が心配されていま

すしついに今年2月 、ニホンウナギは国の絶滅危惧種に指定されてしまいました

そこで、利側 |1流域市民委員会は、ウナギを流域に呼び戻し、豊かな自然を取り戻すための F/利根

川の未来を考えるカムバック・ウナギ・プロジェクト』を企画しました。その第■歩がこのアンケー

ト調査で九 この調査でウナギ減少の原因が分かれ|ま たくさんのウナギを呼び戻すこともできるは

ずですしそして天然ウナギで漁業や地域経済の活田ヒ 水辺文化の再生にも期待できます。禾喘訓1水

系のかつての豊か喩自然と文化を取り戻すために、ぜひご協力をお願い致しま丸

この調査ヤよ NPO法人アサザ基金が霞ヶ浦・北浦地域で実施したアンケートを参考にしています。

アサザ基金はウナギをはじめとする魚類が湖と海を行き来するのを阻害しているとして、胸 II水門

(1973年完翁瑠関 の柔軟運用を提唱していま丸 霞ヶ浦・北浦はウナギの産地として有名でしたが、

水門の閉鎖後4年目から漁獲量が激減したそうですしまた、浜田篤信さん (霞ヶ浦アカデミー調査研

究担当理事)によれヤよ 禾卿訓|でダム建設などワ |1開発が進むたびに、ウナギの漁獲量が減少してき

たそうですLウナギ激減の主因は舌L獲と言われていますが、測 |1環境の悪化にもつと注目すべきでは

ないでしょう力ちこれまでに頂いたアンケート結果でも、ウナギ減少の原因と考えられることとして、

搬 ヽヽ河口堰の建設、禾喘調|の護岸整備、農業用水路の三面コンクリート化、水田の乾田化、水質悪

化などが挙げられていますЭ

今年 5月 に冠定された利同 ||。 江戸り||キワ|1整備計画|よ 流域住民の反対を押し切つて人ッ場ダム建

設を位置づける‐方、河 |1環境再生のための対策は大変おざなりですЭ遠く南太平洋のマリアナ海域

で生まれたウナギがはるばる旅して剛側 ||を遡上して来れるように、そして私たちが再び安いして蒲

焼きを賞味できるように、河 :1整備計画の見直しも求めていきたいと思つていま丸

ところで、原 禾蜘UI眸江戸川のウナギは放射能汚染の影響で出荷停止や自粛や絢いていま丸

これも残念ながら、克服すべきもう一つの重要な問題と言わざるをえません。

※アンケート用紙減人ッ場あしたの会のIIPか らダウンロードできますが、FAX等でお送りすること

もできますので、下記あてご遠絡くださしゝ なお、このアンケートlよ 支流を含む利IWII水系におけ

るウナギ体験をお聞きするもので九 ご自身やお知り合いの方に書き込んでいただいたアンケートは、

下記あて、郵送かFAX、 メー/pでご送付下さしヽ 第‐次締め切りは2013年 10月 末ですが、今

年いつ出 lヽ型髪集中で九

調 ll流域市民委員会事務局 深澤洋子

1凛機 1制 で平軒市したノ召町7-54 T/F042‐341■524 助 ag頭町COmhOmeJЮjp
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地熱 エ ネル ギー

手つかすの埋蔵金/脱原発の原資

冨永靖徳 (朝霞市三原)

§はじめに

「ダム」も「原発」も根つこは同じだと言われる。何が同じかというと、初めに莫大な

予算があって、その予算をいかに使い切る力、 ということだけに邁進するところだろうと

思う。事業の必要性は、強引な辻棲合わせで、ともかく予算の消化に都合のよい事業が重

点的に狙われる。本来は、必要な事業があつて、そのために予算が組まれるのが筋のはず

である。

しかも、予算執行で節約すれば、高く評価されるべきなのに、逆に予算を使い切らない

と評価されない。「なんとか、大義名分をでつち上げて、まとまつた税金を使いたい」、こ

んな本末転倒の無駄遣いが、大手を振って横行しているのが、昨今の官僚のやり方のよう

に思えてきた。ダムの裁判から、そんな風景が垣間見える。

「ダム」については、以前に「水は資源ではない !」 というキーワー ドで、その不条理

さをコメントしたので、今回は「原発」について私見を述べたい。あくまで私見なので、

ご批判、コメントをいただけるとありがたい。

§脱原発の視点

「原発は危険だから止めよ

う」というのは正論だが、実

は両刃の剣だと、最近になつ

て気が付いた。この議論は、

「安全管理さえ確実にすれば、

稼働に問題はない」、という議

論に呑み込まれてしまう。安

全管理が確実かどうか、誰も

責任を持つて確認できないは

ずなのに、組織と規則さえ作

↑松川地熱発電所 (岩手県八幡平市/23,500KVV):地熱発電に利

用した蒸気は、お湯にもどして、一部が隣接する「松川温泉」に供

給されている。「地熱発ヨ と「温泉」が共存共栄している。



れば「安全」だという「辻棲合わせ」だけが、一人歩きする。原発を推進する側は、「絶対

に安全だ」と主張し、どんな証拠を突きつけても、「安全」だと言い張る。都合の悪いこと

は「想定外」にしてしまう。これからも、この体質は変わらないと思われる。この状況を

克服して、日本に「脱原発」を実現するには、「危険だから止めよう」とは別の観点、「原

発の稼働は、たとえ<安全>でもダメだ」という共通認識が必須である。

原発は一度稼働させると、停止後も、使用済核燃料棒の冷却のために、日夜、海水を温

め続ける。つまり、海水温上昇で「地球温暖化」と「気候変動」に確実に貢献するわけで、

「地球温暖化を止める」という大義名分は、最初から完全に崩壊していたのである。また、

原発は事故を起こせばもちろんのこと、稼働するだけで、利用可能な国土の面積を減少さ

せる。高レベル放射性廃棄物の最終処分場を建設すれば、さらに減らす。3.11では、地質

学的にも国土の面積が減少したが、それとは別に、放射性物質の飛散のため国土が狭くな

つた。3.11の避難区域だけでも、尖閣諸島と竹島の面積の 400倍以上の面積を失つた。現

在でも、各市町村で原発から半径 10 kmが 自由に利用できないとすると、単純計算で、全

国 17市町村の 54基 。 (世界第 3位 !)の原発のために、北方領土に匹敵する国土を失つ

ていることになる。半径を 30 kmにすると、福島県の約 1/3の国土を失つたことと同じに

なる。このまま稼働を続けると、ますます 「国土を失 う」ことは確実である。

§地熱エネルギーカと地熱発電

「原発の稼働は、たとえ<安全>でもダメだ」というのは、例えば、「本当のコス トを考

えると、割 りが合わない」うなど、数多くの理由がある。しかし、原発稼働の最大のより

どころ、「化石燃料を使わないで、電力を安定に供給するには、「原発」しかない」という

大義名分すら、完全に崩壊している。

たしかに、「再生可能エネルギー」として「太陽光発電」や「風力発電」等を考える限り、

「原発」の代わりにはなり得ない。しかし、日本には、「地熱発電」という切り札がある。

日本の地熱資源は世界第 3位で、地熱発電の先進国であるアイスランドの約 4倍である。。

地熱資源の量は、アメリカ、インドネシア、日本、(桁が 1つ落ちて)フィリピン、メキシ

コ、アイスランド、ニュージーランド、イタリア、と続く。 日本は「地熱エネルギー」の

資源大国なのである。政府とマスコミは、これまで、この事実を意識的に隠してきたので

はないかという、疑念すら持つている。「地熱エネルギー」、「地熱発電」は、日本にとつて、

まさに、日の前にある「手つかずの埋蔵金」である。           
‐

「地熱発電」は「原発」に十分に対抗できる。最近のニュー トリノの実験 めによると、



地熱エネルギーの約半分は、核壊変エネルギーであることが分かつてきた。つまり、地熱

エネルギーの出所の半分は、原発の内部と基本的に同じで、「核種」が異なるだけである。

違いは、放射性物質が外部に出ないことである。残 りの半分は、地球が出来た時期 (～ 4

5億年前)の惑星同士の衝突による運動エネルギーの残 り、それと、鉄などの重い元素が

重力で中心核に集まる時に発生する摩擦熱である。この地熱エネルギーは、これから数億

年～数十億年は持つことになつており、究極の再生可能エネルギーと言える。

地熱を利用すれば、小規模の施設で原発に代わる安定電力を得ることができる。小規模

だということは、「環境J、 特に「生き物」への負荷を小さくできる。さらに、日本には、

そのための優秀な技術がすでにあり、外国にも輸出している。地熱発電関連設備は三菱重

工業、東芝、富士電機が世界のシェアの 7割を占めている 0。 これを活用しない手はない。

ところが、この「地熱発電Jは、ある時期、政府は国立公園の保護という名目で意図

的に封印した。フクシマ以後は、多少緩和されたが、それでも、まだ「本気で推進」とま

では言えない状態である。特に、新しいエネルギー政策を策定するときには、いつも「地

熱発電」が意図的に無視されてきたのが実情である。

「地熱発電」がベース電力の安定供給に関して、「原発」に十分に対抗できることは、関

係者には十分に分かつていたはずで、ここにも「原発推進」の影がちらつく。さすがに、

最近は、「地熱発電」が、少しずつ話題になってきたが、これが、日本におけるベース電力

の安定供給になり得るオプションである、という共通認識には、まだまだ、ほど遠いよう

に思う。

「地熱発電」は、将来の「脱石油」に向けて多様なエネルギーを用意するという、安全保

障の観点から、既存の「再生可能エネルギー」と合わせて、環境に配慮しながら、強力に

推進していく必要があると考えている。

特に、「脱原発」を実現するには、「地熱発亀 、「地熱エネルギー」に対する、広範な国

民的理解が必要だと思う。地熱資源の開発は、新たな温泉資源の開発にも繋がるので、地

熱発電と新温泉をセットにして観光資源にすれば、新たな雇用の創出と商機にもなり得る

ものと考えている。

§おわりに

西欧人の意識の底には「神との契約」という概念、つまり、神様との契約で、「人間が自

然を支配できる」という無意識の刷 り込みがあるが、日本人にはそれはない。そのかわり、

「自然の恵み」に感謝し、「自然の脅威」に謙虚に畏怖するという「原風景」がある。この

観点から言えば、「地熱発電」を始めとして、「火力発電」も「小規模水力発電」も「太陽



光発電」も「風力発電コも、何らかの意味で「自然の恵み」と考えることができる。しか

し、「原発」だけは、このカテゴリーから完全に外れている。つまり、「原発」は、自然の

「循環」から完全に外れている。私は、悪者にされているC02す ら「自然の恵み」だと思

つている。この意味で、「原発」は日本人の感性と根源的な部分で反するものなので、いか

に「安全」だと強弁しても、受け入れがたい。日本人は、この「感性」を、いつの間にか、

知らないうちに忘れてしまったのではないかと案じている。フクシマを機会に、もう一度、

この「原風景」を想い出して、「原発」はたとえ「安全」でも、日本では絶対に稼働しては

ダメだ、という共通認識が広まることを願つている。

$文献等

D http巧留疏勁pedia.org/wiki/日 本の原子力発電所

" 
「地熱エネルギー ー地球からの贈りもの下」江原幸雄著、オーム社 001"
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* メールアドレス i tominaga∞ hys.ocha,ac.jp

会費納入とカンパのお願い

埼玉の会会員ならびに支援者の皆様、日頃より埼玉の会の活動にご理解と

ご支援を頂きまして、心から感謝申し上げます。

当会の活動は皆さまの会費やカンパによつて支え

られています。

ご支援ご協力をよろしくお願いします。

0年会費 2000円  (2013年 1～12月 )

・ 郵便振替□座 :0180-2-334-064
0加入者名 :ノ ッヽ場ダムをストップさせる埼玉の会



集会 人ッ場ダム 七つの大罪

本 当に本体工事 を始 めていいのだ ろ うか ?

11月 17日 (日 )13:45～ 16:45高 崎シティギャラリー (JR高崎駅より徒歩 10分 )

・ビデオメッセージ  [吾妻渓谷カヤックの魅力]

。第 1部 [人 ッ場ダム七つの大罪]第 2部 [人 ッ場ダム反対運動のこれから]

基調講演 :「北海道のダム反対運動～国のダム行政とどう闘うか」:lJ聯 退 の グ ム ス 刈 遅 馴 ～ 国 の グ ハ 1]収 こ こ フ 国 フ 〃ハ

リ ぁ した の イ  
メ 路 り名

小野有五氏 (北海道大学大学院名誉教授  主催 :人 ッ

レ

八ッ場ダム住民訴訟 9周年集会

ダムにたよらない流域治水 夜明け前 一滋賀県のり
`戦

にまな′ボー
講演 (今本博健京都大学名誉教授)および裁判報告他

12月 21日 (土)13:30～ 16:30 全水道会館 4階 大会議室 (JR水道橋駅)

主催 :人 ッ場ダムをス トップさせる市民連絡会、人ッ場ダムをス トップさせる群馬の会・

茨城の会・埼玉の会・千葉の会 。東京の会、ムダなダムをス トップさせる栃木の会

人 ッ場ダムをス トップさせる埼玉の会

★人ッ場ダムをストップさせる埼玉の会http://yambasaitama.blog38.fc2。 co″

★八ッ場ダム訴訟http://yamba.sakura.ne.jp★ 人ッ場あしたの会http://―。yamba― net.org

*磨聴 饒 疑 な うノ各地の裁判の日程 場所 :東京高裁

千葉  10月 30日 (水 )

栃木 11月 12日 (火 )

埼玉 11月 21日 (木 )

茨城 12月 19日 (木 )

群馬 12月 9日 (月 )

午後 4時 判決 101号大法廷

午後 3時 口頭弁論 102号法廷

午後 4時 30分 24民 進行協議

午後 3時 30分 4時 結審 825号法廷

午後 3時 証人尋問 825号法廷


